
文京区告示第
I

—
 

“
ー号

下記のものにつき、 住所及び居所が不明のため、 送達が不能であった。 よって、 国

民健康保険法（昭和 3 3 年法律第 1 9 2 号）第 7 8 条（地方税法の準用）及び、 高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和 5 7 年法律第 8 0 号）第 1 1 2 条（地方税法の準

用）において準用する、 地方税法（昭和 2 5 年法律第 2 2 6 号）第 2 0 条の 2 の規定

により下記のとおり公示送達する。 なお、 当該書類は本職において保管し、 送達を受

ける者から申し出があったとき、 これを交付する。

令和8年6月2日

文京区長
詞繋

成澤 廣

記

・送達を受けるべき者

・送達があったとみなす日

・交付場所

・種別

別紙 対象者一 覧のとおり

令和8年6月9日（火）

文京区役所国保年金課

国民健康保険料督促状及び後期高齢者医療保険料督促状



公示送達書

下記の者に係る書類は、国民健康保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明のため
国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します。

なお、この書類は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください。

杉浦信三

池畑ゆき

渡邊栄治

北冨天太

小椋あゆみ

南部恒太郎

浅野し裕一

吉水望天

二宮正人

齋藤大介

梶原陶冶

中村浩二

清水美智子

山本充明

鈴木亮

高田彰

石崎優

鈴木光輝

藤原形

大山ひとみ

北原章司

井上典泰

石田 瑞棋

右田拓也

SUWAL PURNA LAL 

ヘイワ ードチャールズクエントン海

伊関舞

藤井国治

小林将士

記

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区国保年金課滞納整理係



公示送達書

下記の者に係る書類は、国民健康保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明のため
国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します。

なお、この書頚は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください。

山崎敬太郎

伊藤優

山田文雄

BISTA KALPANA 

藤井みのり

DANIELI LUCA ALESSANDRO 

佐々木慎也

齋藤はすえ

岡田泰彦

NGUYEN TRAN VAN BAO 

張弛

五十嵐啓之

金原旭

森田隼大

手塚升

塚本旭

福田友幸

菅生博紀

田場翔也

加藤賢次

山下亜紗

浜崎陽子

ZHANG HANWEN 

CHEN MENGKANG 

小塩貴誠

XU DUO 

JIA JUNSHU 

RINSAWAT IRIN 

劉弁

記

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区 国保年金課滞納整理係



公示送達書

下記の者に係る書類は、国民健康保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明のため
国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します。

なお、この書頚は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください。

記

PRATHA NIMISH KAMESHWAR 

ZHANG YIZHI 

KHIN KHIN HTWE 

小林駿哉

斉桐

柴田顕光

松本佳奈

藤本直己

吉野竜毅

QIN YONGTIAN 

星学

HU JINGYI 

田村充

石嶺政芳

NGUYEN THI HANH 

玉置哲朗

佐々木教兵

佐々木教兵

劉艦瞳

XIE BINGRUI 

大沼拓希

三ツ石修

近藤隆

ZHOU HANGKE 

森山翔吾

遠山誠

金澤怜菜

LIU DAIWUXUAN 

PENG YIQIAN 

＼
 

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区国保年金課滞納整理係



公示送達書

下記の者に係る書類は、国民健康保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明のため
国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します 9)

なお、この書類は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください。

TIAN ZHENGFANGYUAN 

英本司

野秋涼羽

XU JIE 

POUDEL REWANTA 

LIU YIQING 

GIRI ASMIT 

GIRI RAJ 

村田瑞希

GONG JINGZE 

侯憔源

NGO THI KIM OANH 

DING ZHISHENG 

WEERAPPULIGE SOMASIRI RAJASOORIYA 

DO THI NHU QUYNH 

SHRESTHA RUPESH PRASAD 

林菜穂

大友 一 稀

WANG QINGYU 

GUO FANQI 

LE THI HA TIEN 

XU BOLAI 

LI W日JIA

LAI JIONGYAO 

SAVIO CATHERINE 

RAI SRIJANA 

KHALING RAI SAGAR 

CHEN HUILE 

ZHANG ZUMING 

記

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区 国保年金課滞納整理係



公示送達書

下記の者に係る書類は、国民健康保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明のため
国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します。

なお、この書類は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください。

鈴木努

AIKEDAN MAIMAITIZUNONG 

XU HAONAN 

塩田 浩樹

趙涵宇

KWAK SEOYUN 

YIN JINGHE 

青木美登里

大内貴美子

有馬美穂

REN YINUO 

稲垣匠二

RATANAPRASERT NARIN 

ZHU ZIXUAN 

LIN YIRAN 

RAJDHAMI BIKAL 

LIANG YUFAN 

ZAYA BAYAR 

蒲玉蘭

QIN YAOCHUN 

江原雄也

小倉悠平

` LI M日

藤本政宏

FAN DINGQIANG 

CHEN XIAODONG 

MOHAMED GOMAA AHMED MOURAD 

MUNKHTUR TSELMEG 

DING KEYU 

記

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区国保年金課滞納整理係



公示送達書

下記の者に係る書類は、国民健康保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明のため
国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します。

なお、この書類は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください 令

渡嘉敷柊汰

NIU QIAOF日

林田翔平

QIU JIAYU 

杉本俊紀

SONG W日HAN

ZHU CHENTAO 

ESSEGHIR MOHAMMED 

BELARDINELLI CRISTIAN 

SCHOEFFEL ANTONIO FRANCISZEK 

ZOU JIAHUI 

THOMPSON NATHANIEL PATRICK 

MU SIYU 

WU MIANZHI 

HSIEH YI CHUN 

YIN KAITAI 

KATUWAL ROHAN 

WU JIANAN 

宮前良平

RUGO MANUEL 

RUGO MANUEL 

RUGO MANUEL 

PHAM KY DUYEN 

ZHANG YICHON,G 

CRUZ NICOLAS DAMIAN 

星川奨弥

LI YIXIAN 

SHUAI YUANMIN 

水尾昭博

記

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区国保年金課滞納整理係



公示送達書

下記の者に係る書類は、国民健康保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明のため
国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します。

なお、この書頻は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください。

高橋王道

BARRIENTOS NARANJO DANIEL 

LI WENJING 

星隆太

GAUTAM HIM LAL 

松本智美

齋藤健治

小川将司

岡崎巧太郎

佐伯沙羅

滝本秀行

矢尾嘉章

外村昇士

異儀 一

佐久間明典

JINA TI ROT JANA 

梅津蔵以人

裟子涵

佐々木佑介

友部陽右

記

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区国保年金課滞納整理係



公示送達書

下記の者に係る書類は、後期高齢者医療保険料に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所が不明
のため国民健康保険法に準用する地方税法第20条の2の規定により公示送達します (•9

なお、この書類は下記に保管されておりますので、該当者は来所のうえ交付の請求をしてください。

横田靖男

工藤碧子

田村明夫

田村尚英

田口 恭一

関谷卓司

関谷史靖

山藤武久

馬見速男

宗像進

山本拓司

三並勉

三浦雄二

記

この掲示を始めた日から起算して7日を経過した時、上記の書類の送達があったものとみなされます。

送達する書類の保管場所文京区国保年金課滞納整理係


